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#13-05 

【１月２６日～２月１日】 

〔ウクライナの報道をもとに作成〕 

平成２５年２月５日 

在ウクライナ大使館 

 

１．内政 

▼刑事事件に関する動き 

・２９日、キエフ市ペチェルスク地区裁判所は、ゴンガゼ記者

殺害を実行したとしてプカチ元内務省中将に対し無期懲役の

有罪判決を宣告。同元内務省中将は、殺害を認めた一方、裁

判において意図的殺人ではなかった旨主張し、リトヴィン前

最高会議議長及びクチマ元大統領の事件への関与に言及。

同日、同元内務省中将の弁護人及び故ゴンガゼ記者配偶者

弁護人は、共に控訴する意向を表明。 

・３０日、国家刑務所管理庁は、キエフ市内の病院で手術を受

け入院中だったルツェンコ元内相がチェルニヒフ州のメンスク

刑務所へ移送された旨発表。 

・３０日、欧州人権裁判所ウクライナ政府代表は、２０１２年７月

３日付同裁判所判決に基づき政府はルツェンコ元内相に対し

賠償金１万５，０００ユーロを支払った旨発表。同元内相の妻

イリーナ・ルツェンコ議員（「バチキフシチナ」党）は、３０日、

支払われた賠償金は同元内相の治療及び弁護費用に充てら

れるであろう旨、３１日、与党関係者による恩赦の提案があっ

たが同元内相は同提案を受け入れ恩赦の請求をする意向は

ない旨発言。 

・１日、「バチキフシチナ」党は、ティモシェンコ前首相とラザレ

ンコ元首相による「ウクライナ統一エネルギー・システム」社関

連の露国防省に対する負債の国家予算への移管に関する捜

査とシチェルバニ最高会議委員暗殺関与に関する捜査が統

合された旨の１月１７日付検事総局決議を公表。 

▼野党の動き 

・２９日、ルィバク最高会議議長は、提出された署名に不備

がある等としてティモシェンコ前首相の追起訴に関する状況

等を審議するための野党３会派による臨時会期の開催請求

を拒否。 

・３１日、野党３会派は、最高会議議場において非公式の集

会を開催し、ルィバク最高会議議長及びプションカ検事総長

の解任、全ての政治犯の釈放等を求める共同声明を採択。 

▼その他 

・３０日、「国境なき記者団」は、言論の自由度評価を発表。ウ

クライナの評価は前年の１１６位から１２６位へ下降。 

・１日、フリツェンコ「バチキフシチナ」議員は、クリチコ「ウダー

ル」党党首がキエフ市長選に出馬しない場合、野党３党の支

持を条件に同選挙に出馬する用意がある旨発言。 

・１日、「インテル・メディア・グループ」社は、国内最大のＴＶ

局「インテル」等を有する同社がホロシコフスキー前第一副首

相より「ＧＤＦメディア」社（オリガルヒのフィルタシュ氏の企業）

に売却された旨発表。 

 

２．経済 

▼マクロ経済 

・２９日、中央銀行は、２０１２年の国際収支が、対前年比７

０％増の４２億米ドルの赤字、同年の経常収支赤字が１４４億

米ドルで対ＧＤＰ比８％と発表。同行は、この赤字基調を主

に貿易収支の赤字が原因と説明。 

・３１日、国家統計局は、２０１２年第４四半期の実質ＧＤＰ成

長率が暫定値でマイナス２．７％、これにより２０１２年の同成

長率が０．２％と発表。 

▼ＩＭＦ 

・２９日、アリエールＩＭＦ駐ウクライナ事務所長は、ＩＭＦ調査

団がキエフに到着し、予定された作業を開始した旨発言。ま

た、ウクライナは１５４億米ドルに相当する新しい協力プログ

ラムを期待している旨言及。 

・３０日、プラソロフ経済発展・貿易相は、ＩＭＦとの新しいプ

ログラムの早急な署名を望んでいるわけではない、今回のＩ

ＭＦ調査団訪問の主な目的はウクライナの経済情勢を調査

することである旨発言。 

・３１日、アリエールＩＭＦ駐ウクライナ事務所長は、ウクライ

ナへの新しい融資に関するＩＭＦの決定は、ティモシェンコ

前首相及びルツェンコ元内相の釈放とは無関係である、今

回の訪問の主な目的はウクライナのマクロ経済の発展と経

済政策をよく調査することであり、新たな支援の決定は、ウク

ライナ政府による必要な条件の達成及びその経済情勢に依

存するであろう旨発言。 

・１日、ライスＩＭＦ外交局長は、新しいプログラムが基礎とな

り得るであろう幅広い経済政策についてキエフで協議中で

あり、その結果は２月１１日の週に出されるであろう旨発言。 

▼国際協力 

・２９日、コジャーラ外相は、ヤヌコーヴィチ大統領が本年中

国を訪問する予定であり、その際、両国間で、貿易・農業・エ

ネルギー・投資の分野における二国間協定の締結について

議論する予定である旨発言。 

・２９日、コジャーラ外相は、２０１３年のウクライナと中国の二

国間貿易高が２００億米ドルを超えることを期待する旨発言。 

▼ガス問題 

・２６日、ナフトガス広報担当者は、同社が露ガスプロムから

２０１２年の非購入ガス代７０億ドルの請求を受けているとす

る報道を肯定。３０日、スタヴィツキー・エネルギー・石炭産

業相は、２０１２年の天然ガス購入代金は完済しており疑問

の余地はないとの考えを表明し、一方、シェル社とのタイト

ガス採掘に関する協力により国内天然ガス生産量は倍増さ

せられるとして、今後５年間で天然ガスの国内需要がまかな

えるようになる可能性がある旨発言。３１日、ナフトガスは、
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本請求に関し検討を行い、回答を３０日にガスプロムへ送付

した旨発表し、契約の履行に関する諸問題は契約の条項に

従って解決されるであろう旨表明。 

・３１日、コジャーラ外相は、訪問先のブリュッセルにおいて

ウクライナ政府は家庭用ガス価格の値上げの用意がある旨

発言。 

３．外政 

▼コジャーラ外相のベルギー訪問 

・３０日、コジャーラ外相は、ブリュッセルを訪問し、ＥＵのア

シュトン外務・安全保障政策上級代表と会談。両者は、１１月

のビリニュスでの東方パートナーシップ首脳会合の際のウク

ライナ・ＥＵ連合協定への署名のために必要なステップに関

し協議。アシュトン上級代表は、協定署名のための基準の

達成は可能であるが時間は限られている旨発言。 

・３０日、コジャーラ外相は、フィーレ拡大・近隣政策担当欧

州委員と会談し、ウクライナ・ＥＵ関係及びウクライナ国内の

政治・経済情勢に関し協議。同委員は、ティモシェンコ前首

相及びルツェンコ元内相の状況に関し懸念を表明。 

・３０日、コジャーラ外相は、エッティンガー・エネルギー担

当欧州委員と会談し、エネルギー分野に関するウクライナの

優先課題、ウクライナ・ＥＵ首脳会合の議題及びエネルギー

共同体条約の枠組みにおけるウクライナ・ＥＵ協力に関し協

議。 

・３１日、コジャーラ外相は、マルムストローム内務担当欧州

委員と会談し、ＥＵとの査証免除化に向けた行動計画の実

施状況に関し協議し、同行動計画の年内の第２段階移行へ

の期待を表明。 

▼その他 

・２９日、コジャーラ外相は、ウクライナは２０１３年も関税同盟

との協力関係に関する交渉を継続する意向である旨発言。 

・２９日、トンビンスキー駐ウクライナＥＵ代表部大使は、ラヴ

リノヴィチ法相との会談において司法改革はウクライナ・ＥＵ

連合協定交渉過程における最重要課題である旨発言。 

４．防衛 

▼贈賄疑惑 

・３１日、外務省は、ウクルスペツエクスポルト国営企業の幹

部２人がカザフスタンで逮捕されたとする報道に関し確認中

である旨発表。本事案は、幹部２人がカザフスタン国防省の

高官に２０万ドルの賄賂を手渡したとするもの。 

▼その他 

・２９日、ＮＧＯトランスペアレンシー・インターナショナル英

国支部は、防衛分野における国別汚職レベルを発表、ウク

ライナが７区分中４番目に汚職レベルが高いグループに位

置している旨報告。本報告書は、世界的な武器市場の９４％

を占める８２カ国に関し調査したもの。 

・３０日、レベジェフ国防相は、タイを公式訪問しスバナタト

ム・タイ国防相と会談、防衛分野における二国間協力の展望

等に関し議論。 

５．二国間関係 

・２９日、ヤヌコーヴィチ大統領は、クリニチ駐日大使の解任

及びハルチェンコ新駐日大使の任命に関する大統領令を

発出。 

（了） 


